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交通政策審議会第５８回港湾分科会議事録 

 

１．開催日時 平成２６年１１月１４日（金） 

開会 １０時００分  閉会 １１時４５分 

 

２．開催場所 国土交通省（中央合同庁舎第３号館）１１階 特別会議室 

 

３．出席委員等氏名 

＜委員＞ 

氏  名 役  職  名 

赤井 伸郎 大阪大学大学院国際公共政策研究科 教授 

家田 仁 東京大学・政策研究大学院大学 教授 

上村 多恵子 (一社)京都経済同友会 理事 

内野 雅一 毎日新聞 編集委員 

河野 真理子 早稲田大学法学学術院 教授 

木場 弘子 キャスター・千葉大学客員教授 

木村 省二 トヨタ自動車(株)物流管理部長 

小林 潔司 京都大学経営管理大学院 経営研究センター長・教授 

篠原 文也 政治解説者・ジャーナリスト 

篠原 正人 東海大学海洋学部 教授 

鈴木 修 (一社)日本船主協会 港湾委員会 委員長 

竹林 幹雄 神戸大学大学院海事科学研究科 教授 

竹谷 隆 (一社)日本経済団体連合会 運輸委員会物流部会 委員 

望月 久美子 東急不動産ホールディングス(株)住生活研究所 主席研究員 

＜委員以外＞ 

氏  名 役  職  名 

鈴木 実 (一社)日本港運協会 理事長 
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４．会議次第 

 

① 分科会長の選任について                 ・・・ ４ 

 

② 港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する 

基本方針（答申案）について（審議）           ・・・ ５ 

 

③ 港湾計画について（審議）                 

     ・東  京  港（ 改 訂 ）          ・・・１１ 

     ・川  崎  港（ 改 訂 ）          ・・・１１ 

     ・横  浜  港（ 改 訂 ）          ・・・１１ 

     ・名 古 屋 港（一部変更）          ・・・３０ 

     ・むつ小川原港（一部変更）          ・・・３０ 

     ・秋  田  港（一部変更）          ・・・３０ 

     ・能  代  港（一部変更）          ・・・３０ 
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５．議会経過 

 

開  会 

 

 

【総務課長】  それでは、定刻になりましたので、ただ今より交通政策審議会第５８回

港湾分科会を開催させていただきます。私は港湾局総務課長でございます。議事に入るま

での進行役を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願い致します。 

それではまず、お手元の資料の確認をお願い致します。資料の不足、落丁などがありま

したらお申し付けください。大変資料が多くございますので、会議の途中でも、不足など

がありましたら遠慮なくお申し付けいただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

それでは、委員の紹介に移らせていただきます。まず、委員の交代について御報告を致

します。当分科会の分科会長を長らく務めていただきました神戸大学名誉教授の黒田勝彦

委員が御退任されまして、新たに２名の方が委員に御就任されております。この結果、港

湾分科会といたしましては、委員数が１６名となっております。 

それでは、今回御就任いただきました委員につきまして、五十音順に御紹介させていた

だきます。神戸大学大学院海事科学研究科教授の竹林幹雄委員です。 

【委員】  どうも竹林です。よろしくお願い致します。 

【総務課長】  東急不動産ホールディングス株式会社住生活研究所主席研究員の望月久

美子委員です。 

【委員】  望月です。よろしくお願い致します。 

【総務課長】  なお、本日、久保委員が御欠席されておりますけれども、久保委員に代

わって専門的な御意見をいただくために、一般社団法人日本港運協会理事長に御出席いた

だいております。 

では、議事に入ります前に、委員の出席状況を御報告致します。本日は委員１６名中１

４名御出席でございます。交通政策審議会令第８条に規定されている定足数９名に達して

いることを御報告致します。 

それでは、お手元の議事次第に従いまして議事に入らせていただきます。本日は出席委

員等の御都合もございまして、１１時４５分に会議終了としております。議事が大変多く、

時間も限られてございますので、円滑な議事の進行に御協力をお願い致します。 
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なお、カメラの撮影につきましては一旦ここまでとさせていただきます。この後は議事

①の分科会長の挨拶の時のみカメラ撮影を可能とさせていただきます。 

先ほど御報告致しましたけれども、分科会長を長らく務めていただきました黒田勝彦委

員が、就任から１０年経過し、任期満了となったため、御退任されております。このため、

現在、当分科会は分科会長が不在となっております。新しく分科会長を選任するまでの間、

交通政策審議会令第６条第５項に基づきまして、分科会長代理である家田委員に議長をお

願いしたいと思います。家田委員、よろしくお願い致します。 

【分科会長代理】  皆さん、おはようございます。家田でございます。それでは、今お

話がありましたとおり、分科会長が選任されるまでの間、私が議事を進行させていただき

ます。まず、議事の一つ目の分科会長の選任でございます。交通政策審議会令第６条第３

項により、委員の皆様の中から分科会長を互選していただくことになっております。どな

たからでも結構ですが、御推薦をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

【委員】  私は是非、小林潔司委員に分科会長をお引き受けいただきたいと考えます。

小林委員は、社会資本に関して、計画、評価、維持管理、リスク管理等について工学的か

つ経済学的に研究されております。高い見識をお持ちの方でございますので、是非港湾分

科会の会長に御就任いただきたいと考えます。以上でございます。 

【分科会長代理】  ありがとうございます。ほかに御推薦はございませんか。よろしい

ですか。それでは、今御推薦いただいた小林委員に分科会長をお願いしてはと思いますが、

御異議はございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長代理】  ありがとうございます。それでは、小林委員に分科会長をお願いし

たいと思います。それでは、議長席を交代しまして、以後よろしくお願い致します。 

【分科会長】  ただ今御指名にあずかりました小林でございます。僭越ではございます

が、御指名により分科会長を務めさせていただきたいと思います。よろしくお願い致しま

す。 

この港湾の世界は、今のグローバル社会の中で、ダイナミックに変化している、その中

で、非常に高度な戦略性と言うか、それと同時に着実な政策実行が求められている、そう

いう時に分科会長を仰せつかりまして、その重責を今かみ締めているところでございます。

皆さんの御協力を賜りながら、この分科会をこれから運営して参りたいと思いますので、

よろしく御協力のほどお願い致します。 
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なお、分科会長代理につきましては、交通政策審議会令第６条第５項におきまして、分

科会長が指名すると定めてございます。大変僭越ではございますが、私の方から御指名を

させていただきたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

交通工学、あるいは国土計画を専門とされておりまして、御承知のように社会基盤整備

全般や、あるいは国際物流にも大変深い御造詣をお持ちの家田委員に、引き続き分科会長

代理をお願いしたいと思います。よろしくお願い致します。 

それでは議事を進めさせていただきます。円滑な議事の進行に御協力よろしくお願い致

します。なお、カメラの撮影はここまでとさせていただきます。 

「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針（答申案）に

ついて」事務局から説明をお願い致します。 

【港湾計画審査官】  港湾局計画課港湾計画審査官でございます。基本方針につきまし

て、私から御説明致します。 

最初にこれまでの議論の経過ということで、資料１－５、基本方針の変更のスケジュー

ルという資料を見ていただきたいと思います。７月の分科会で諮問の御説明を行いまして、

８月の分科会で御審議をいただきました。御指摘いただきました内容を踏まえまして、修

正した文案でもって、９月から１０月にかけまして関係行政機関に対する事前の協議、港

湾管理者に対する事前の意見照会、そしてホームページで港湾関係者や一般の方を対象に

意見募集、パブリックコメントを行っております。それぞれからいただきました御意見と

その対応状況につきましては、資料１－２にまとめてございます。本日は時間の関係もご

ざいますので、詳細の説明は割愛して概要を申し上げます。 

まず１点目でございますが、前回８月の港湾分科会で、基本方針に関しまして５件、意

見をいただいております。このうち、修正に関する意見は３件でございまして、それぞれ

反映させていただいております。 

それから、２点目の関係行政機関に対する事前の協議では、意見提出はございませんで

した。 

それから、３点目の港湾管理者に対する事前の意見照会では、５件の意見提出がござい

まして、４番目の意見の後段部分について反映をしております。 

それから、４点目のパブリックコメントでございますが、資料の４ページになりますが、

１９名の方から２５件の御意見をいただきました。このうち１番目の意見につきまして反

映しております。パブリックコメントで誰がどのような分野に意見を出しているのかは４
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ページの上段の方にまとめております。意見の多かった分野としましては、港湾施設の適

切な維持管理や、災害に強い港湾の構築に関するところでございました。また、意見提出

者の属性につきましては、資料の４ページに書いてあるとおりでございます。 

それで、今回の基本方針の主な変更点を資料１－１にまとめておりますので、そちらを

御覧いただきたいと思います。資料１－１の左側、背景と、それに対する右側、基本方針

の変更内容で、これが現在の基本方針との変更点でございます。このうち青色で書いてい

る部分が前回からの変更点でございます。 

意見の内容に関しまして、これまで港湾分科会で御説明していない状況や施策につきま

しては、この資料１－１の後ろに参考資料１として添付しておりますので、後ほど触れさ

せていただきます。具体的な変更内容につきましては、資料１－３のＡ４縦の新旧対照表

でもって御説明させていただきます。 

新旧対照表のまずは６ページでございます。第Ⅰ編の今後の港湾の進むべき方向の（１）

海上輸送網の基盤の強化という項目の箇所になります。ここは港湾管理者への事前の意見

照会の４番目、後段の部分の御意見に関するものでございます。カスケード現象によるコ

ンテナ船の大型化の可能性について記載するよう御意見をいただいたところでございます。

このカスケード現象につきまして、資料１－１の次のページの参考資料１になりますが、

そこも併せて御覧いただければと思います。 

新旧対照表６ページの青字の変更箇所を読み上げさせていただきます。また、基幹航路

への新造大型船の投入により、既存船舶が他の航路に配転され、船型の大きな航路から小

さな航路へ玉突き現象的に船舶の大型化が進む、いわゆるカスケード効果の影響を注視す

る必要がある、と記載させていただいております。カスケード効果につきましては、いろ

んなところで指摘されておりますが、現象として、どの航路まで影響が及ぶのか全体像が

よく見えていないところもございますので、影響を注視する必要があるという記載にさせ

ていただいております。 

続いて７ページを御覧いただきたいと思います。同じく海上輸送網の基盤の強化という

項目の箇所になります。ここはパブリックコメントの１番目の御意見に対応したものでご

ざいまして、港湾計画上の取扱いとして、外内貿コンテナふ頭計画を導入する旨を本年３

月に港湾管理者に対して通知していることから、今回基本方針にも明記することをしてお

ります。この外内貿コンテナふ頭計画につきましては、資料１－１の後ろの３枚目に付け

ておりますので御参照ください。 
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新旧対照表７ページの青字の部分を読み上げます。また、国際フィーダー航路及び内航

コンテナ航路による国内輸送ネットワークの充実に加え、物流の効率化やＣＯ２排出量削

減の観点から、コンテナターミナルにおいて外内貿コンテナターミナルの一体的な取扱い

を促進する、というものでございます。 

また、本件に関連した記載が８ページの③、複合一貫輸送網の強化の項目で、コンテナ

船という言葉を追記しております。これは、複合一貫輸送網に関する記載が、この基本方

針の３２ページにもございますが、両者を比較しまして、後段で書いてあるそのコンテナ

船という言葉が前段で明記されておりませんので、今回整理、追加させていただきました。 

続いて１５ページを御覧いただきたいと思います。ここは第Ⅰ編の① 災害に強い港湾の

構築という項目の箇所になります。ここは前回の港湾分科会での１番目の意見に対応した

ものでございます。災害対応に関しまして、ハード対策に重点を置いた記述になっている

という御指摘もあり、津波避難対策など、ソフト対策も力を入れるべきという御意見をい

ただいたものに対応したものでございます。実際に昨年度、国土交通省におきまして、港

湾の津波避難対策に関するガイドラインなどを取りまとめ、周知、普及に取り組んでいる

ことから、今回「港湾における津波避難対策策定の促進」という言葉を追記しております。

港湾の避難対策の現状と今後の取組につきましては、資料１－１の最後のページになりま

すが、そこに関係資料を付けておりますので、御参照いただければと思います。 

続きまして、２５ページをお開きいただきたいと思います。第Ⅰ編 港湾施設の適切な維

持管理という項目の箇所でございます。ここは前回の港湾分科会での２番目の意見に対応

したものでございまして、老朽化対策で全ての施設を更新すれば、無駄な施設も出てくる

ことにもなりかねないので、各施設の必要性を事前に十分確認する必要があるという御意

見でございました。本年６月に取りまとめました、国土交通省インフラ長寿命化計画にお

きましても、施設単位ではなくて、港湾全体でその必要性を検討、確認することとしてお

り、そのような趣旨を明確にするため、「廃止も含め、」「港湾単位で」という言葉を追記し

ております。 

続きまして、５９ページを御覧いただきたいと思います。ここは第Ⅵ編 民間能力の活用

による港湾運営の効率化という項目の箇所でございます。ここは前回の港湾分科会での３

番目の御意見に対応したものでございまして、集貨対策だけでなく、創貨対策にも取り組

んでいくことを明記する必要があるという御意見をいただいたところでございます。創貨

につきまして、取り組むことを明記するために、関連記載箇所として、この５９ページの
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次の６０ページのほか、第Ⅳ編だけでなくて、第Ⅰ編の６ページ、それから第Ⅱ編の２９

ページ、それから第Ⅴ編の４８ページ、それから５２ページも併せて、新たな貨物需要の

創出という形で、創貨の概念を記載させていただいております。変更点は以上でございま

す。 

なお、前回８月の港湾分科会の御意見の５番目で、一般の方も含めて読まれることを想

定しているのであれば、記述内容を取捨選択するなど、読まれるような工夫をした方がよ

いという御意見をいただいており、現状の基本方針を簡略化することは困難なため、ダイ

ジェスト版のような、見せ方、示し方で工夫をして参ることとしておりましたが、本日時

点ではまだ準備ができておりませんので、１２月中旬の告示までに対応して参りたいと考

えております。 

それから再度、今後のスケジュールにつきまして簡単に御説明致します。資料１－５を

御覧いただきたいと思います。本日、港湾分科会で答申案の取りまとめをお願いしたいと

考えております。取りまとめをいただきましたら、港湾分科会長から交通政策審議会長へ

報告いただき、交通政策審議会長から国土交通大臣へ答申をいただくという手続になって

おります。その後、法律に基づく関係行政機関に対する協議、それから港湾管理者に対す

る意見照会を行う予定でございまして、それを踏まえまして、１２月中旬には基本方針の

告示予定と考えております。 

それから、あと１点お願いがございます。基本方針の答申案を取りまとめいただいた場

合に、これが正式なものとなるのは、先ほど申し上げました告示時となります。本日この

後、港湾計画の審議を控えておりますので、委員皆様方の御了解をいただけるのであれば、

本日のこの港湾計画の審議におきまして、この基本方針案の答申案に沿って御審議をお願

いできればと考えております。この基本方針の答申案の取りまとめ後に、この点につきま

しても、この場で御確認、御了解をいただければ幸いでございます。 

以上、基本方針の変更案につきまして説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願

い致します。 

【分科会長】  ありがとうございました。ただ今御説明がありました各種意見とその対

応、そして答申案につきまして、御意見ございませんでしょうか。 

【委員】  御説明どうもありがとうございました。おそらく資料１－１の１ページの発

言１というのは私に当たると思うのですが、防災に関しましてソフト面の充実というとこ

ろを盛り込んでいただきありがとうございます。 
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また、参考資料１の最後のページでも防災対策に関しましてきめ細かく書いていただい

ておりますけれども、やはり今後、２０２０年に向けて、オリンピックもありますし、ま

たインバウンドの方もクルーズ船で１００万人という大きな数字を見込んでいることを考

えますと、言葉が通じず土地勘もない外国人のお客様をどのように円滑に避難させるかと

いうのは、日本の信頼感に関わることと思います。また、このインバウンドを利用して、

港づくりとかまちづくりにも発展させるといいチャンスでもあると思うので、しっかりと

対策していただきたいと思います。 

それから１点だけ、「港湾管理者と関係者が連携して進める」という言葉がよく出るので

すが、連携という言葉は非常に便利な言葉で使われやすいのですが、誰が責任を持つかと

いうところが曖昧になりがちなので、ここはどこがリーダーシップを取って、どういうふ

うに連携するかというところも、日頃からきちんと整理していただきたいと思っておりま

す。どうもありがとうございます。 

【分科会長】  ありがとうございます。 

【海岸・防災課長】  御意見ありがとうございました。海岸・防災課長でございます。

今、御指摘いただいた点は非常に重要で、今クルーズはすごく増えてございます。やはり

日本を楽しんでいただくことは非常に外国人にとって重要ですが、安全な日本ということ

をきちんと踏まえた上で楽しんでいただくことが必要だと思っています。やはり防災対策、

きちんとそういう外国人の方々にも安全なところで買い物なりをしていただくことが重要

だと思っています。 

それから、２点目の港湾管理者の連携について、非常に役所として耳の痛い話でござい

ますが、こういうマニュアルやガイドラインを我々が作りましても、それを地方にお示し

するだけでは駄目だと思ってございまして、やはり訓練などを通じて、誰が主体的にどう

いうふうに連携していくのかを実感として分かっていただいて、そういうものを防災力と

して地域に植え付けていくことが重要じゃないかなと思っています。貴重な御意見ありが

とうございました。 

【分科会長】  ありがとうございました。そのほか、御意見はございますか。 

【委員】  このたびの基本方針は、従来の政策の趣旨に沿ってマイナーチェンジと理解

しておりますので、この内容につきまして異存はございませんけれども、最近、国の政策

で地方創生が言われるようになりました。これは港湾政策にとって非常に大きな要素だと

思います。選択と集中で、太平洋側で中心部に荷物を集めるというものと、地方創生とい
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うものが、いかに連携できるのかを今後考えていかなくてはいけないと思いますので、次

回の基本方針には是非それを盛り込んでいただきたいなと思います。よろしくお願い致し

ます。 

【計画課長】  計画課長でございます。御意見ありがとうございます。御意見を踏まえ、

今後検討して参りたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

【分科会長】  そのほか、いかがでしょうか。 

【委員】  ありがとうございます。基本方針としては意見を反映していただいているの

でいいと思うのですけれども、２点ほど。まず１点目について、これからインフラはどん

どん老朽化してくるので、長寿命化計画が必要になると思うのですけども、戦略的という

ことをしっかりと踏まえていただきたいと思います。自治体ごとのノウハウにも格差があ

ると思うので最先端の技術をいかに取り込んで、費用を最小化しながら効果を最大化して

いくのか、そして、自治体ごとのノウハウを自治体間で共有しながら、日本全体でいい方

向に持っていっていただきたいと思います。 

それから、基本方針の中には素晴らしいことがたくさん書いてあると思うのですけれど

も、これまでの慣習や歴史的経緯があって、基本方針に沿って進めにくいところがあると

思います。けれども、時代はどんどん変わってきていますから、是非チャレンジ精神を持

って、この基本方針に沿って頑張っていただきたいと思います。これは応援の意見です。

以上です。 

【技術企画課長】  技術企画課長でございます。御意見ありがとうございます。老朽化

対策でございますが、今委員が御指摘のとおり、大きな枠組みは今作り始めているところ

でございますが、それを全国的にそれぞれの自治体にお示しして、きめ細かい対応をこち

らから御提示し、一緒になってやらせていただきたいと思っております。引き続き御指導

よろしくお願い致します。 

【分科会長】  よろしゅうございますか。ありがとうございました。いろいろ御意見い

ただきましたけれども、特段の異論はなかったと思います。本日御説明いただきました基

本方針の答申案につきまして、お諮り申し上げたいと思います。 

本答申案をもって御異議がないとさせていただいてよろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  特に異議はないようですので、本答申案をもって、私より交通政策審議

会長へ報告したいと思います。 

- 10 - 

 



 

また、先ほど事務局から御提案がありましたが、本日この後に予定されている港湾計画

の基本方針の審査において、告示前ではございますが、今回取りまとめた新しい基本方針

をもって審議を進めさせていただきたいと思いますが、それでよろしゅうございますね。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  異議がないようですので、この後の港湾計画の基本方針の審査において

は、この新しい基本方針によって審議を進めさせていただきたいと思います。審議官、ど

うぞ。 

【審議官】  一言御礼を申し上げさせていただきます。大臣官房審議官でございます。

本日、港湾局長が国会の関係で席を外しておりますので、代わりに御礼の御挨拶をさせて

いただきます。この基本方針の案の議論につきましては、７月にこの港湾分科会でスター

トし、以来５か月、港湾分科会で３回の御審議に加えまして、この間にも本当に貴重な御

意見をたくさん頂戴致しました。改めましてここで御礼申し上げます。 

今後ですが、この新たな基本方針に基づいて、国土交通省として港湾行政を推進すると

ともに、各港の港湾計画への反映を通じて成長戦略の具体化を支え、地方創生、人口減少

の克服に貢献し、国民の安全・安心の確保の実現に向けて邁進して参りたいと思います。

引き続きの御指導をよろしくお願い致します。ありがとうございました。 

【分科会長】  審議官、ありがとうございました。それでは、引き続きまして、「港湾計

画について」でございます。議事次第にありますように、港湾計画の改訂が東京港、川崎

港及び横浜港の３港、港湾計画の一部変更が名古屋港、むつ小川原港、秋田港、能代港の

４港でございます。大変多く、時間も限られておりますので、円滑な議事進行に御協力を

お願いします。 

最初に東京港、川崎港及び横浜港の改訂は、国際戦略港湾・京浜港として一体となった

港湾計画の内容でありますので、まとめて事務局から説明していただき、審議いただきま

す。それから名古屋港、むつ小川原港、秋田港、能代港の一部変更を順番に御説明いただ

き、併せて御審議を賜りたいと考えておりますので、よろしくお願い致します。 

それでは、初めに京浜３港の港湾計画について、事務局から御説明をお願い致します。 

【港湾計画審査官】  港湾計画審査官でございます。本日は京浜港の関係者としまして、

港湾管理者である東京都港湾局の港湾整備部長様、川崎市港湾局の港湾経営部長様、横浜

市の企画調整部長様、それから関東地方整備局の港湾空港部長にお越しいただいておりま

す。 
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それでは、初めに国際戦略港湾・京浜港の港湾計画改訂につきまして説明して参ります。

最初に、平成２３年の港湾法改正におきまして、国際戦略港湾という位置付けをしており

ます。この国際戦略港湾とは、長距離の国際海上コンテナ輸送に係る国際海上貨物輸送の

拠点となり、また国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網が結節する機能が高い港湾で

あって、その国際競争力の強化を重点的に図る必要がある港湾ということで、政令で定め

られているものでございまして、我が国で京浜港と阪神港の２港が定められております。

そのため、今回の港湾計画改訂におきまして、特にコンテナに関しまして、国際戦略港湾・

京浜港として一体的な方針のもと、適切な機能分担を図った上で、各港湾の港湾計画を定

めることとしており、３港まとまった形で説明をさせていただきます。 

まず、資料２－１でもって説明してまいりまして、また適宜資料２も御参照いただきな

がらということで説明して参ります。それでは資料２－１、国際戦略港湾・京浜港の港湾

計画改訂（コンテナ関係）についてという資料の１ページ、目次を御覧いただきたいと思

います。最初に、我が国を取り巻くグローバルなコンテナ物流の動向、続きまして、我が

国における国際コンテナ戦略港湾の取組について説明致します。その後、本題である国際

戦略港湾・京浜港の基本的な考え方という形で説明を進めて参ります。 

それでは３ページでございます。我が国を取り巻くグローバルなコンテナ物流の動向で

ございますけれども、世界の物流を見た場合に、特に経済成長著しいアジア地域を発着す

るコンテナ貨物の増大が著しいところでございます。それが左側のグラフでございます。

右側になりますけれども、このため、港湾別に見た場合に、この直近２０年間で見ますと、

アジア諸国の躍進が著しい状況にあります。その結果、我が国の主要港は、貨物量は増加

しているものの、世界における相対的なシェアの低下という状況になっております。この

ことが、日本に寄港する船会社から見て魅力の低下とか、あるいはひいては我が国の港湾

の競争力の低下の要因になっていると言えるかと思います。 

それから４ページ目でございます。コンテナ貨物のグローバルな流動を見た場合に、経

済規模が大きい欧州、北米、それからアジア、この３極で生産・消費する貨物量が多く、

特にアジアと欧州、あるいはアジアと北米間、これらが貿易量が多い上に地理的距離も長

いことから、基幹航路と呼ばれておりまして、これら基幹航路の物流動向、あるいはその

航路が今問題となっているところでございます。特に距離の長い欧州航路ですと、平均し

て船が回ってくるのに７７日間かかりまして、ウィークリーサービスするためには１１隻

の大型船を投入するということで、非常に巨大な投資を必要とする状況になっております。

- 12 - 

 



 

このような巨大な投資リスクを分散するために、複数の船会社が共同で運航を行うアライ

アンスと呼ばれる運航形態が進んできております。それが４ページでございます。 

簡単に説明しますと、邦船社を含むＧ６アライアンス、あるいは最大手のマースクライ

ンを含む３社によるＰ３ネットワークを目指しておりましたけれども、承認が下りないた

め、２Ｍネットワークになり、その外れた船会社が今度はＯＣＥＡＮ ＴＨＲＥＥアライ

アンスという形で、合従連衡が続いているという状況でございます。 

それから５ページに参ります。先ほどの三つのアライアンスに加えまして、円グラフで

言うと緑色の部分になりますけれども、邦船社も参加するアライアンスを加えたこの四つ

のアライアンスで、欧米基幹航路のほとんどを占有しているという状況になってきており

ます。 

一方、６ページでございますが、時系列でコンテナ船の大型化の推移を示したものでご

ざいます。２０年前、１９９５年ぐらいには、数千ＴＥＵの船で、必要岸壁も１５メート

ルあれば十分だったものが、現在はもう１万９０００ＴＥＵに迫っておりまして、必要岸

壁も水深１８メートルという状況になっております。これは、コンテナ１本当たりの輸送

コストを低減するために、大型コンテナ船を投入することで、規模のメリットを目指すと

いう動きが加速していることでございます。 

それから７ページでは、コンテナ船の船型と、それから必要とする岸壁水深、一番左側

に書いておりますが、このような状況になってきているというものでございます。 

８ページはもう先ほどもありましたので割愛させていただきます。 

９ページでございますが、左側がアジアと欧州の間、右側がアジアと北米の間のコンテ

ナ船の大きさのシェアでございます。欧州航路で言いますと、赤い色が１万ＴＥＵを超え

る割合ですけれども、２０１３年で３割を超えて、３年後には半分を超えるであろうとい

うような状況になってきているということでございます。先ほど申しましたように、経済

効率性を求めていくということからすると、この欧米基幹航路のコンテナ船の大型化とい

うことと、それに伴う船会社のアライアンスというのは、今後も継続するだろうと考えら

れるところでございます。 

それから１０ページでは、これら欧州基幹航路の港湾別の寄港実績を示したものでござ

いまして、約２０年前には京浜港でも北米航路が週４９便、欧州航路が週１１便あったも

のが、現在は北米が週３０便、欧州航路が週２便となっております。これら寄港便数減少

の原因は大きく二つあろうかと思いますが、一つは大型船で一度に大量のコンテナを揚げ
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積みするということで、従来小型船で少量多頻度輸送していた時期と比較すると、当たり

前ですけれども、寄港回数がその分減ってくると。そのほかに、従来は京浜港や阪神港で

取り扱っていた国内地方からの貨物が、地方港から釜山港にコンテナ貨物が流出したとい

うことも要因として考えられるところでございます。 

基幹航路が欧州、北米やアジアの主要港を寄港地として就航していますので、我が国の

港湾が基幹航路の寄港地として選択されるためには、船会社の立場で見ますと、一定の貨

物量が期待でき、また港湾料金などコストパフォーマンスが良くて、更には短時間での荷

揚げなど効率性が高いということが評価指標となるであろうし、それを満たさなければ、

寄港地として競争に打ち勝っていけないというふうに考えております。更にはその前提と

して、十分な水深を有する高規格なコンテナターミナルなど、ハードが整っているという

ことが必須条件と言えるかと思っております。 

１１ページでございますけれども、世界の主要港とそういう意味で見劣りしないという

ことになれば、世界の主要港がどうなっているのかということで、幾つかの資料を付けて

おります。１１ページでは、コンテナターミナルの規模を衛星写真で比較したものでござ

いますが、これだけではなかなか比較もできないので、その次のページ、１２ページから、

釜山港の事例を少し絞って紹介させていただきたいと思います。 

１２ページでは、コンテナ物流を支えるハード施設を紹介したものでございまして、釜

山港から２５キロほど離れた釜山新港で、水深１６メートル以上のコンテナターミナルが

現在２１ないしは２２バースあるという状況でございます。ちなみに京浜港は現在５バー

スという状況でございます。釜山港では更に全体計画として、２０１５年までに３０バー

スを整備するという予定になっているところです。 

それから１３ページでは、釜山港で、コンテナの積替え、トランシップや集貨支援策と

して、お金の助成を行うインセンティブや、港湾料金の減免を合わせて、総額年間４０億

を超える措置を講じて、積極的に貨物誘致、航路誘致を、政府１００パーセント出資の公

社が行っているものでございます。 

それから１４ページでは、釜山港で、コンテナターミナル近傍に大規模物流用地を確保

し、流通加工機能を備えた物流施設を積極的に誘致することで、コンテナ貨物の需要創出

あるいは集貨に取り組んでいるという状況でございます。以上、釜山港の状況について紹

介させていただきました。 

続きまして１５ページからは、我が国における国際コンテナ戦略港湾の取組ということ
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で簡単に紹介をさせていただきます。１６ページを御覧ください。欧米基幹航路の我が国

への寄港を維持・拡大するということを政策目的としまして、現在国際コンテナ戦略港湾

政策に取り組んでいるところでございます。 

基幹航路の寄港がなくなると一体何が問題かということを右側に記載しております。一

番上のところでございますけれども、我が国への直接寄港が少なくなると、本来最も安く

短時間での直行基幹航路が減るというサービス水準の低下に加えまして、積替え航路を選

択せざるを得なくなり、価格交渉力を失うことや積替え航路の料金高騰を招くことが想像

されます。２点目ですけれども、その結果、運賃がＴＥＵ当たり１０００ドル単位で上昇

するというような意見もございます。それから一つ飛んで４点目ですが、我が国への基幹

航路の寄港が喪失すると、マクロモデルでの推計として、民間投資需要が年間４０００億

円減少するというような試算結果も一部にございます。このような事態を回避するために、

阪神港それから京浜港を国際コンテナ戦略港湾に選定し、ハード・ソフト一体となった施

策を集中して実施するという今取組をしているところでございます。 

１７ページにはその政策の概要ということで書いておりますが、今までも何度か御紹介

してきておりますので、詳しい説明は割愛させていただきますけれども、主な施策として

三つ、広域から貨物を集める集貨の取組、それから新たに貨物需要を創出する創貨の取組、

それからコスト低減などに資する競争力強化の３本柱で今取り組んでいるところでござい

ます。 

続きまして１８ページでございます。平成２３年の港湾法改正で港湾運営会社制度を導

入してございますが、先ほど申し上げたように、最近の船舶の大型化などの動きが非常に

激しいものがございます。なかなか基幹航路の減少に歯止めがかからないことに対して、

国が前面に立ってしっかり政策を推進していくという観点から、平成２６年度の港湾法改

正で港湾運営会社に政府が出資をしまして、強力に様々な施策を推進していこうというこ

とになってございます。国際戦略港湾の港湾運営会社につきましては、阪神港と京浜港で

ございますが、阪神港の港湾運営会社の経営統合につきましては、当初平成２７年度を予

定されておりましたけれども、これを１年前倒しされて、本年１０月１日に阪神港として

経営統合された港湾運営会社が誕生しております。今後、国の出資を受ける手続を進める

予定というふうに伺っております。京浜港につきましては、国際コンテナ戦略港湾選定時

の計画書におきまして、平成２６年度中の経営統合予定ということになってございます。 

続きまして１９ページでは、その港湾運営会社の統合の成果と言えるような事例の御紹
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介でございます。神戸港及び大阪港では、段階的にコンテナターミナル料金低減に努めて

きたところでございますが、本年１０月１日に統合しました阪神国際港湾会社では、ター

ミナル運営の効率化の一環として、コンテナターミナルのリース料を減額し、２００２年

当時と比較しまして５０パーセントの減額を実現したところでございます。民の視点で

様々な制度を活用しながら港湾の一体運営を行ってきた成果と考えております。以上、国

際戦略港湾政策の取組動向につきまして御紹介させていただきました。 

それでは２０ページ、本題に入ります。ここからは、東京都、川崎市、横浜市が共同し

て国際戦略港湾・京浜港の港湾計画改訂における基本的考え方を、国とすり合わせをしな

がら取りまとめたものでございます。その取りまとめたものは、机上の左側に港湾計画書

を置いておりますが、そこの一番上にＡ４でホチキス綴じて置いておるものでございます。

そのダイジェスト版を今回こちらの資料でもって御紹介させていただきます。 

２１ページでは、京浜港の目指すべき姿を書いております。京浜港は、我が国最大の総

合港湾として、多様な要請に答えながら、国際コンテナ戦略港湾として世界のトップレベ

ルの港湾を目指すということで、東日本のメインポートであり、釜山港等に対峙する日本

のハブポート、また東アジアの国際ハブポートを目指すべき姿として設定をしているとこ

ろでございます。 

それから、続きまして２２ページからは、目指すべき姿を実現するために、京浜港に求

められる機能ということで書いております。 

２３ページでは、京浜港の国際競争力強化の取組として、コンテナ貨物の増大や能力不

足解消、あるいはコンテナ船の大型化への対応をするため、必要規模の岸壁やヤードの拡

充などを進めることとしております。また空コンテナ保管場所の確保や、道路交通ネット

ワークの拡充、荷役作業の効率性の高い機器の導入など、渋滞対策、更にはサービス向上

対策としてコンテナふ頭の充実・強化を図ることとしております。 

それから２４ページでは、コンテナ集貨対策にも取り組んでいくこと、それから２５ペ

ージでは、コンテナターミナル背後のロジスティクス機能を高めることで集貨対策にも取

り組むという方向性でございます。 

続きまして２６ページからは、各港が担う機能、それから一体的な経営の推進という内

容でございます。先ほど説明しましたようなソフト・ハードの総合的な対策を踏まえまし

て、今回の港湾計画ではハードのインフラ対策を中心に計画をしております。 

２７ページでは、各港の特徴や、既存施設、ポテンシャルを生かした機能分担を図ると
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ともに、その機能を相互補完し、京浜港としての強みを発揮する施設配置をすることとし

ております。各港の特性を生かした主な機能分担としまして、東京港では既存の基幹航路

のネットワークにおける施設を生かした活用をしながら、今後も基幹航路、それからアジ

ア航路の拠点機能を担う、また大消費地である首都圏、東京への生活関連物資等の流通を

支える商業港として物流機能を担っていくというものです。それから川崎港では、背後に

広がる冷蔵・冷凍倉庫を含めた豊富な倉庫群の集積を活用して、増大するアジアの輸入貨

物の取扱拠点を担うという役割です。それから横浜港では、自然水深を生かした１８メー

トルを超える大水深バースの整備によりまして、超大型のコンテナ船の受入れ機能も担う

といったことや、今後も基幹航路をはじめ、世界各方面へ定期航路を生かした輸送拠点機

能を担うとともに、我が国における国際トランシップ拠点として、北米航路を中心とした

機能を担うという方向性を出しております。 

それから２８ページでは、京浜港が国際競争力を強化して、世界の主要港と対峙してい

くためには、スケールメリットを生かし、３港のコンテナターミナルの運営を行う経営体

制を整備していくこととしております。以上のような考え方を踏まえまして、インフラ計

画となる港湾計画を策定してございます。 

それで、具体的な概要につきまして、Ａ３縦の一枚紙である資料２－２になります。こ

れを横に置いていただきながら見ていただきたいと思います。計画に当たりましては、資

料２－１の３０ページでございますけれども、おおむね１０年先の平成３７年を目標年次

として貨物需要予測を行っております。世界の主要港と対峙するために必要な貨物量とし

て予測を行った結果、京浜港全体で現状の７８５万ＴＥＵから、平成３７年で約１１７０

万ＴＥＵを見込んでおります。これら需要に対応する施設計画として、これから説明する

計画の内容となっております。 

それで、主要なコンテナ関連施設の計画を図に落としたものが資料２－２、Ａ３縦のも

のでございます。上の枠囲みでございますが、国際コンテナ戦略港湾政策を推進し、京浜

港が一体となって適切な機能分担を図りつつ、欧米・北米をはじめ、多方面・多頻度サー

ビスを実現させるため、以下の計画を位置付けることとしております。 

集貨に関する施設計画として、国際フィーダー航路による広域集貨施設のため、全ての

コンテナターミナルを外内貿コンテナふ頭に位置付けまして、集荷しやすい体制を取ると

いうことをしております。また、創貨に関する施設計画としまして、創貨の核となるロジ

スティクス用地をコンテナターミナル近傍に位置付けることとしております。図で言いま
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すと、紫色の丸印のところでございます。それから、国際競争力強化に関する施設計画と

して、コンテナ船大型化への対応、バース不足やヤード不足など、能力不足解消に向けた

コンテナターミナルの機能強化を図ることとしております。 

それでは、港湾ごとに説明して参りますが、黄色で塗ったところが今回新規、あるいは

その変更計画に当たるところでございまして、そこを重点的に説明して参りたいと思いま

す。 

まず東京港でございますが、東京港では、首都圏の生活物資輸入等に対応したアジア、

そして欧米基幹航路の充実を図るため、大井ふ頭、Ｏの１から７、Ｏの８と書いてあると

ころでございますが、このＯの８ところに、水産ふ頭を機能転換して、基幹航路にも対応

できる８番目のコンテナバースとして計画をしてございます。 

それから、その北側にあります品川ふ頭でございます。水深１０メートルの二つの岸壁

がございますが、老朽化対策を兼ねて、近海航路の船舶大型化にも対応して増深をすると

いう内容になっております。 

それからその右側、１５号地でございますけれども、増大する近海航路、アジア航路、

貨物に対応するバースとして、新規埋立てにより用地を確保しながらバースを計画すると

いう内容になっております。水深１１～１２メートルの２バースを計画しております。 

それから南に下りまして、一番下の横浜港になりますが、横浜港では、自然水深を生か

して欧米基幹航路の更に充実を図るということで、本牧ふ頭のＢＣターミナルの増深、そ

れから既存ふ頭の機能転換を図り、コンテナの機能強化を図るという内容になっておりま

す。また、南本牧ふ頭、一番南側になりますけれども、大水深コンテナターミナルにおい

て、岸壁延長、４００メートルから５００メートルに延ばすという計画でございます。そ

れから、基幹航路の大型船舶にも対応できる、またロジスティクスハブ用地を確保すると

いうことで、新本牧ふ頭を埋め立てする計画を位置付けております。コンテナ関係、横浜

は以上でございます。 

それから、真ん中にあります川崎港でございますが、川崎港では、背後の倉庫集積を活

用し、増加するアジア貨物に対応するということで、アジア近海航路に対応した新規岸壁

整備ということで、黄色の部分、マイナス９メートル岸壁を１バース、計画を位置付けて

おります。今回の京浜３港のコンテナ関係につきましては以上でございます。 

それから、コンテナ関係以外で主要な計画内容について簡単に御説明して参りたいと思

います。資料２－６の横浜港でございます。今回の計画の改訂、ポイントは４点あります
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が、１点目は先ほど説明したコンテナ関係でございます。２点目は、ベイブリッジを通過

できない大型旅客船に対応するために、また老朽化、機能の低い本牧Ａふ頭の機能転換を

図るという計画内容でございます。それから３点目は、我が国第３位の完成自動車輸出港

である横浜港の大黒ふ頭で、自動車輸送船の大型化に対応した機能強化を図るという内容

でございます。それから４点目が、物流機能が陳腐化した山下ふ頭、新たな賑わい拠点づ

くりのエリアとして再開発を図るものでございます。 

大黒ふ頭につきまして、６ページから簡単に大黒の自動車関連につきまして説明をして

おります。自動車産業は我が国の重要な役割を担っております。雇用での１割、あるいは

製造品出荷額の２割、年間約１０００万台の生産のうち半分が輸出をしているという状況

で、横浜はそのうち５７万台の輸出がございます。現在、横浜では１１ページでございま

すけれども、赤点線を付けたふ頭で自動車を取り扱っておりますが、このうち水深１０メ

ートルの岸壁を、船舶の大型化に対応して、１メートル増深して１１メートルの岸壁に計

画変更するという内容でございます。 

それから、１５ページの山下ふ頭の再開発でございますが、大桟橋と本牧ふ頭の間に挟

まれたふ頭でございまして、物流機能の沖合展開など利用形態が変化してきてますので、

土地利用を転換し、新たな賑わい拠点づくりとして都市的な土地利用を図るという内容に

なっております。 

資料戻りまして５ページでございますけれども、本牧のＡふ頭につきまして、従来はコ

ンテナふ頭として使っておりましたが、背後が非常に狭いということと、水深が浅いとい

うこともありますので、コンテナの機能を他のふ頭に移転しまして、ここのふ頭を在来貨

物、それから大型客船対応で位置付けをしてございます。横浜港につきましては以上でご

ざいます。 

それからあと東京、川崎もコンテナ関係以外で若干ございますが、特段御審議をいただ

く内容ではございませんので、説明は以上とさせていただきます。 

【分科会長】  それでは、ただ今説明のありました京浜３港の港湾計画につきまして、

御質問、御意見いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

【委員】  御説明御苦労様でした。我が国にとって極めて重要なことなので、遅滞なく

決めて遅滞なく進めていかないといけないというところでは、御説明のとおりで結構だと

思うのですが、３点ほど、もう少し資料の充実なり何なりを考える必要があるのではない

かなと思ったので申し上げます。まず第１に、私も港湾分科会とは別のところで国土形成
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計画や、そういう類のところでいろんな方々と御議論させていただく機会をいただいてい

るのですけれど、この辺の政策が国民には誤解されているかもしれない、あるいは分かっ

ていただいていないかもしれないという感触を持っています。それは、日本が大分遅れち

ゃったから、またトップになるぞと頑張っているというもので、そんなトップになれるの

か、あるいはなる必要があるのかという誤解なのですね。これはだけど、港湾について見

る限り、トップに返り咲こうなんていう大それた野望をやっているわけではなくて、ボト

ムになったら大変になるということなのですよね。そこら辺の共通の認識が、国民までう

まく伝わるような説明がなされているかというと、まだ少し足りないように感じます。こ

れは、こういう京浜港であるからこそ、単に港湾の関係の中だけでクローズしているよう

な説明でない方がいいと私は思っています。特に関東地方整備局の評価委員会の委員長を

やっている関係で、割とフィールドに近いところにいるものですから、そこは是非お願い

したい。これが１点目。 

２点目は、資料の１６ページかに、基幹航路が減る、抜港されてしまうと、どんな影響

になりそうかが書いてないでもないのだけど、大体海運会社はこんなこと言ってますや、

こんなになるかもしれないとか、非常に甘いんですよね。でも、この問題が日本にとって

極めて重要な課題であるなら、本当に物価がどれだけ上がってしまう、輸入品あるいは日

本の輸出品がどれだけつらい目に遭うのかということを試算でもいいから数値的に出さな

いと、説得力に欠けると思いますし、それからまた、今回のは計画ですから少しほんわか

していてもしょうがないのだけど、これだけのことをやると、どれだけの効果がありそう

かという見当を付ける、つまりこれだけやると本当にボトムではなくなるのですかという

ことですよね。その辺がやっぱり少し甘い気がするんですよね。是非そこは御検討いただ

きたい。 

最後、３点目ですけども、この港の施策だけでこの京浜港が強くなるわけはないわけで、

例えば圏央道を盛んに今作っている。圏央道の埼玉県や神奈川県のエリアにたくさんの工

場が立地している。だけどそれのポイントは何かと言うと、横浜港のところに、横浜環状

南線とかが出来上がってはじめて持ってこられるわけですよね。ところが、例えばこの横

浜港の港湾の計画書の今回の改訂版のその他の重要事項というところに関しても、別にそ

んなこと何も書いてないし、港の部分のことしか書いてない港湾計画というのはバランス

を欠くし、道路の方もやる時に、港湾の部局から、是非これを作ってくれないと日本が沈

没する、みたいなことは言われたことがない。是非そこのところは書き込んでいただける
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ようなことがあるべきだと私は思うのです。以上、３点でございます。 

【計画課長】  計画課長でございます。御意見ありがとうございます。１点目のトップ

に返り咲けるのかということについては、私どもも港湾の順位の表を強調しすぎたがため

にそういう誤解を持っておられたというふうな反省はしております。あれはあくまでも、

順位が下がっていることが魅力の低下の一つの要因というつもりで出しておるのですけれ

ども、その辺の説明をしっかりしていきたいと思います。 

それから抜港の影響、それからあるいは新たな計画がどれくらい効果があるかというこ

とにつきましても、これからしっかり研究をしていきたいと思います。 

それから三つ目、非常に重要なことでありますけれども、港の施策だけを計画で述べる

のではなく、場合によっては他分野にも意見を言えるような港湾計画というのをこれから

心してやっていきたいと思いますので、細部につきましてはまたいろいろと検討すべき事

項もあると思いますけれども、そういう方向でやって参りたいと思います。ありがとうご

ざいます。 

【委員】  今回の改訂の前提としまして、ハードの改訂の前提としまして、当然この東

京港、川崎港、京浜港の３港の一体的な港湾運営会社への移行が平成２６年度中の道筋が

あると思うのですけれども、今現在、平成２６年度もあともう少しで来年の３月になると

思いますが、どういうふうな道筋で進めようとしておるのかについて教えてくださいとい

うのが１点目でございます。 

それからもう一つは、今日改めて驚いたのですが、この京浜３港で入港料の一元化がまだ

されていないということですけれども、これはもう阪神港で、もう４年~５年ぐらい前です

かね、この一元化を実現し、大きな突破口を開いた前例があります。これに関しては、今

京浜港では、今までどんなことの議論の上で、これから進めていくんだろうと思うのです

けれども、大きな方針が、やはりいかに京浜港に世界に伍して集貨していくかという中で、

この入港料の一元化についてはどのような議論をされていたのか、どういうふうに現在考

えておられるのかというのをお聞きしたいと思います。以上２点です。 

【分科会長】  ２点御質問だったと思いますけれども。いかがですか、事務局の方で。 

【港湾経済課長】  港湾経済課長でございます。御指摘のありました港湾運営会社の統

合につきましては、現在東京港、横浜港、川崎港の京浜３港で、平成２６年度内の統合に

向けて今調整を進めているというところでございまして、現在私どももそれを見守ってい

るところでございます。 
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【委員】  せっかく今日来て頂いていますので京浜港の港湾管理者の方からお願いしま

す。 

【港湾整備部長（東京都）】  東京都港湾局港湾整備部長でございます。ただ今の件でご

ざいますが、京浜３港では、３港の特例会社が経営統合して、港湾運営会社を作っていく

方向で鋭意検討を進めているところでございます。検討が若干遅れてございますが、今後

地元の港湾関係者、議会とも調整を図りながら、なるべく早期にまとめられるよう努力し

て参りたいと思っているところでございます。 

【分科会長】  入港料の一元化の話はどうでしょう。 

【計画課長】  資料２－１の２４ページに入港料についての資料が出ております。今後

の取組として、入港料の一元化を進めていくということでございますので、もし港湾管理

者の方で具体的な動き等がございましたら御紹介いただければと思うのですが、いかがで

ございましょうか。 

【港湾整備部長（東京都）】  東京都港湾局でございます。既に入港料の一元化はもう実

現をしてございますので、今後引き続きやっていきたいというふうに考えているところで

ございます。 

【委員】  今もう実現しているんですか。 

【分科会長】  もう実施されているということですか。 

【計画課長】  そうしましたら、資料の表現が、一元化を図り、ということで、今後や

ることのように書かれているので、委員はそういうふうに御理解されたと思うのですが、

これ一元化はされているということで、文章表現を改めたいと思います。申し訳ございま

せんでした。 

【分科会長】  それでは修正をよろしくお願いします。 

【委員】  今のお話と関連するので意見させてください。今の２４ページ及び２７ペー

ジ、２４ページにはどのように連携していくのかという話と、２７ページには機能分担の

考え方があり、それを踏まえて今回の港湾計画がなされていると思うのですけれども、今

後京浜港が一体となって世界と競争できるような港を作っていくということで、国民にメ

ッセージを出して今進んでいるわけですから、もう少し具体的にこの方向性と港湾計画が

実際どのようになされているのか、３港の間でどのように話し合いがなされて、分担され

て、この機能分担が実際の計画に落とし込まれているのか。更に２４ページのところにあ

るセールスをしっかりと３港で連携してやっていけるという担保がどのようになされてい
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るのか、この機能分担がどういうレベルで合意されているのか。これは国の資料なのです

けど、これは国としてこれを認めているのか、３港がこれをこういうふうにやりますと言

ってきたのをここに掲載しているのか、その辺り制度的なことは分からないのですが、こ

れがしっかりとなされるという担保はどのようなレベルで今考えればいいのか。これは単

なる考え方だけで、まだこうなるかどうかは今後検討しますというレベルなのか、そのレ

ベルでいいのか、そうなるとやはり重要だと思うので教えてください。 

【分科会長】  それではよろしくお願いします。 

【港湾計画審査官】  今回の港湾計画につきましては、港湾管理者が考え方を示しつつ、

国ともすり合わせを行って、国として適当だということで認めた計画でございまして、そ

れでもって今日、委員会でも御意見を伺った上で、最終的に大臣の御判断ということを考

えております。 

【委員】  あまり詳しいところは私も分からないのですけど、せっかくなので、ここを

しっかりと３港でやっていくんだというところを、今日港湾管理者の方に来ていただいて

いるので、認識し合って、進めていただくのがいいですし、せっかく港湾計画を改訂して

いるわけですから、例えばこれまでのように重複して荷物を取り合って非効率にならない

ように連携していただければなと思います。以上です。 

【分科会長】  回答の方は。 

【計画課長】  計画課長でございます。補足の説明をさせていただきます。２７ページ

に書いております各港の機能分担の考え方は、港湾管理者、今東京、川崎、横浜、３者連

名で作られた京浜港の骨子、これでございます。これに基づいて作られる各港の港湾計画、

それも各港湾管理者が作られたものでございます。具体的に審議会で審議していただきま

すのは各港の港湾計画の方でございますけれども、この港湾計画において、機能分担の考

え方が担保されることになるという順番になっております。それから、その機能分担を考

えるに当たっての貨物量の推計等につきましては、先ほど取り合いのないようにというよ

うな御指摘もございましたけれども、資料の３０ページにございますとおり、３港連携し

て貨物量を推計した上で、それを機能分担に沿って配分したものを各港の将来貨物量にす

るという考え方で施設計画を確保、実施いたしております。 

【企画調整部長（横浜市）】  横浜港でございます。今、骨子ということでお配りさせて

いただいている資料があるのですが、それが平成２３年の９月に京浜港３港で総合的な計

画というのを作っておりまして、その中できちっと役割分担や貨物量の推計値が規定され
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ています。今回の港湾計画につきましては、法定の計画で港湾法で各港湾管理者ごとに計

画を作るということになってございますので、その前に、平成２３年の９月にこういった

資料を作るということで、これの実現に向けて３港で連携して取り組んでいくという考え

方でございます。 

【港湾局長】  遅れて参りまして申し訳ございません。港湾局長でございます。今のお

話でございますけれども、既に説明があったかもしれませんけれども、これまでのいろん

な検討・議論を重ねて、私ども国際コンテナ戦略港湾の施策ということを進めるというこ

とを掲げております。そういった方針に基づきまして、この分科会でも御議論いただいた

上で、基本方針、港湾法上の港湾計画に関する基本方針というのを持っておりますけれど

も、これを国としましても、こんな方向でやっていくということで、具体的には京浜３港

の連携でありますとか、こういったものについて一定の方針をお示ししたということでご

ざいます。その方針の上でこの３港の港湾計画についても御議論いただいて、その上で具

体的な詳細な分担関係を作っていただいて、この今回の港湾計画、こういったものができ

ていると、そういうふうに理解してございますので、今後、また運営につきましては、こ

れは港湾計画ということではハードの計画ではございますけれども、ソフト的な対応につ

きましても、今いろいろそれぞれ港湾管理者の皆さん方のところでもコンテナについてい

ろいろ御議論いただいておりますけれども、基本的な方向としては、私ども国でお示して

いるような方針、それに沿ってそれぞれの港湾計画を作っていただいていると、そんなふ

うに理解してございます。 

【委員】 考え方についてのペーパーもありますので、その方向で進めていただければと

思います。 

もう一つだけ、今回クルーズ振興ということで、資料２－３を提示していただいていて、

これも京浜港ということで東京港及び横浜港での計画というのがあるんですけれども、計

画として出されていくのはいいわけなのですけれども、今後国の予算等を入れていく時に、

東京港と横浜港と、両方ともクルーズバースみたいなものを作っていくのかどうかは、需

要動向を見ながらが良いと思います。クルーズ振興についてはある委員とも協力していた

だきながらずっと私もやっているわけですけれども、大きなこの、つまり東京の既定の計

画と今度の新しい計画は、基本的には大きな船がやってきた時にどうするのかという計画

で、需要がどんどん増えていますから大きな船もやってくると思うのですけれども、どう

しても九州エリアとか関西エリアに多くなり、関東に来るのは限られます。同時に大きい
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のが２隻来た場合にはこの二つが必要になってくると思うのですけれども、本来そうあっ

てほしいと思いますし、計画も良いとは思うんですけど、需要も見ながら今後予算を入れ

ていく時には、国としても調整やその方針も重ねながらやっていただきたいなと思います。

これは意見です。以上です。 

【分科会長】  少し議論を整理したいと思いますが、先ほどまでの御意見は、結局はガ

バナンスをどうするのかという、委員のご指摘に関連した事項だったと思います。それか

ら、連携の内容がなかなか見えてこないと、そういう議論とも関わってくるのですが、経

営統合が今度実際にスタートしたら、そこをプラットホームとして、本当に経営の戦略と

か、そういうことを考えていかないといけない。それから、関係するステークホルダーの

間でガバナンスをどう築いていくか、これから正に正念場になってくると思うんですね。

今いろいろ調整すべきことが多様にあるので、すぐになかなか明快な回答は出てこないか

も分かりませんが、それはこれから進められている経営統合の関係するステークホルダー

のところで、しっかり議論をしていただきたいと思います。以上が先ほどの議論の中層的

なところだったと思います。 

それから今、クルーズの話がまた改めて出てきましたので、議題をクルーズにしたいと

思いますが、この件に関してはいかがですか。 

【計画課長】  需要を見ながら整備していくと、正しくそのとおりでございます。細か

く御説明しませんでしたけれども、本牧ふ頭というのは貨客両用ということで、貨物も使

うし旅客船も使うという形での整備を考えております。詳細はこれからでございますけれ

ども、クルーズにおいても京浜港の中での役割分担というのを考えながら進めて参りたい

と思いますので、よろしくお願い致します。 

【分科会長】  クルーズに関係する、あるいはほかの課題ですか。それではクルーズの

話はもうこれでよろしいですか。 

【委員】  必ずしも港湾計画の問題ではないので、この計画に書き込むかどうかは別と

して、あくまで意見として 2 点を申し上げさせていただきたいと思います。一つは、ご提

案のような方法で港湾を整備する時に、前提とされているのは、この整備によって貨物が

増えるであろうということなのだろうと思います。貨物の中には、一方で日本で作って日

本から出す貨物と、他方で日本を媒介にして、トランシップで日本を通過していく貨物が

あると思います。その中で、片方の日本を発出する貨物に関しては、恐らく日本の産業政

策との関係で、どういう貨物がこれから増えそうなのかということを多分考えなければい
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けないのだろうと思いますし、他方のトランシップの貨物に関しては、今の現状、他の例

えば釜山とか上海を使っているものの中で、どういう貨物のどこを取れるのかということ

を戦略的に考えていくことが必要ではないかと思います。これは、必ずしもこの計画に書

くような性質のものではないにしても、何らかの形でそういう戦略を御検討いただけると、

具体的な貨物の増加が戦略の中に入ってくるのかなと思います。具体的な貨物の内容を含

めた戦略を考慮することも必要であろうと思います。 

それからもう１点は、これだけの整備をせっかくするのですから、戦略的な宣伝につい

ても検討をしておくと良いと思います。家田委員が先ほど国民に対してということをおっ

しゃいましたけれども、それだけでなく、外国に対しても、例えば外国の船会社や関係者

の方に、日本の港湾はこれだけ良くなったのだから、ここがセールスポイントなのだから、

日本の港を是非利用してほしい、京浜港を利用してほしいと宣伝すべきと思いますし、そ

の宣伝のポイントになる点を考慮しながら、整備の段階を踏んでいくべきではないかと考

えます。何年までにはこれだけの整備ができて、京浜港はこれだけ使いやすくなるのだか

ら、是非京浜港に来てほしいということを国際的に、それも戦略的に宣伝をできるような

進め方をしていただけるといいのではないかなというふうに思います。やはり競争の世界

だと思いますので、是非そういう戦略を検討していただけるといいなと思います。 

【分科会長】  少し時間が押してきていますので。では委員。 

【委員】  別にこれはテーマを限らなくていいのでしょう。 

【分科会長】  はい。 

【委員】  さっきの経営統合に関するところでお聞きしたいのですけれども、経営統合

されると国の出資ができるわけですね。それでこれを見ると、やっぱり今はハブポートで

目覚ましい存在感を作っている釜山ですね。これは観光公社、政府が１００パーセント出

資の釜山港湾公社という形態を取っている、それとの比較、経営形態の比較でどうなんで

しょうか。ここよく分からないんだけれども、積替え、集貨の支援も全部やっているわけ

ですね。日本の経営統合をした後に、何パーセントぐらいの出資を国がやるつもりなのか、

どういう国との出資の割合や、関わり方になるのか、と言うのは、韓国はものすごく観光

公社方式が多いんですよね。例えば今、日本でもＩＲの法案が話題になっていますけれど

も、韓国の免税店や、あるいはカジノの大半は観光公社がやってるんですよね、ここは港

湾公社ですけど、公社方式というやつを相当多重に活用しているなという感じがするので

すけれども、この経営統合後の運営会社と、韓国におけるこの港湾公社みたいな経営形態、
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この辺はどういうふうに僕らは比較してみたらいいのでしょうか、あるいは重ねてみたら

いいのでしょうか。教えていただきたいと思います。 

【計画課長】  まず、先の委員からの御意見につきましては、産業政策との関係、ある

いはどういう貨物が増えるかとの関係、これをしっかり見ていきながら、日本のコンテナ

貨物を伸ばす、あるいは日本に貨物を集めることを進めないといけない、まさしくそのと

おりでございます。どうしても今日の資料も、今の御意見を聞いて思ったのですけれども、

コンテナの個数の議論になっていまして、コンテナの中身が見えてこないのもその一因か

と思います。コンテナの中身をしっかり見ながら御説明できるようにして参りたいと思い

ます。 

それから２点目の宣伝の件、これも港湾の運営の民営化の一つのポイントでございます

けれども、ポートセールスも運営会社を中心にしっかりやっていく、国はそれをしっかり

バックアップしていく体制をこれから構築して参りたいと考えております。そのお話は次

にご発言された委員の御意見とも関係するのですけれども、港湾経済課長、いかがでござ

いましょう。 

【港湾経済課長】  港湾経済課長でございます。釜山の公社の件、私、観光庁にもおり

ましたので観光公社の方も存じ上げてございますけれども、ああいった形で韓国が公社形

態の中で国を挙げて、観光にしろ港湾にしろ、バックアップをしてやっているという体制

があるのは承知しておりまして、そういうのを参考にしながら、いかに我々も対応してい

くかということだと思っております。そういう意味で第一歩として、やはり港湾運営会社、

これがむしろ公社のような、韓国同様の良さがありつつも、我が国の港湾運営会社のまた

良さというのは、更に民間の部分も入った、国、民間、港湾管理者のそれぞれが共同して、

一致して取り組むという体制ができたところです。さらに国の出資、あるいはいろんな、

今は阪神の方でやっていますけれども、国からの補助も取り込んだ集貨対策など様々な対

策を国としてもしっかりバックアップしてやる体制として私どもは考えて作ってございま

すので、こういうのをしっかり活用して対応していければと思ってございます。 

それから、先程の委員のお話は、まさにその戦略的な対応ということで、むしろ港湾計

画に反映するもの以外としては、これからトランシップ貨物を集めてくる集貨、あるいは

産業政策と連携した創貨などをいかに戦略的に進めていくべきがという、そういうお話で

もあったかと思いますので、今言ったようないろんな方策、その集貨、創貨についての制

度もできまして、これから実施段階に移っていく中で、私どももしっかり戦略的な視点で

- 27 - 

 



 

対応していきたいと思っておりますので、また一つよろしく御指導お願い致します。 

【委員】  それでは今言ったことはよく分かるので、日本式の経営形態の長所を十二分

に生かした、釜山に負けないようにやらないと、今のままでは向こうは国を挙げてやって

きていますので、是非頑張ってください。 

【港湾経済課長】  ありがとうございます。頑張ります。 

【委員】  一言だけ申し上げます。２１ページに、釜山等に対峙してという、少し私が

承服しかねる言葉が出ております。釜山がなぜ１８００万ＴＥＵになったかと言うと、半

分は中継貨物で、そのほとんどは中国貨物、それを日本の戦略港湾で取ろうとしても無理

な話です。それは日本の戦略港湾がそういうような地理的位置にないからです。港湾関係

者だけが幾ら頑張っても荷物が飛躍的に増えるということはないと思います。その認識を

まず皆さんに持っていただく必要があると思います。 

京浜港につきましては、連携がなかなかうまくいかないとメディアの報道から聞いてお

りますけれども、ふ頭会社ではなくて、港湾計画そのものが一体的になされなければいけ

ないと思っています。それは東京湾という一つの単位です。そこには千葉県も当然入って

くるべきだと思っております。それがバラバラに個々の地方自治体が今までやってこられ

たことを踏襲されようとしますと、港湾計画は偏狭なものになってしまうと思います。以

上です。 

【委員】  大変重要なポイントを皆さんおっしゃっているので、私もどう理解したらい

いかということで御意見だけ申し上げようと思うんだけど、港湾計画、今回のは京浜港だ

から極めて重要な話なのだけれども、ほかにもこれから出てきますけど、基本的には施設

計画なんですよね。ここにこんなものを作れたら、作ろうねじゃないです、実を言うと、

作れたらいいな、なんですよね。それで、作ろうねの時には、今度新規採択の事業評価を

やって、予算の範囲でやっていくから、ここにこう書かれてもいつできるかどうかは分か

らない、こういうものなんです。 

一方で、再三皆さんおっしゃっているように、港湾の連携的な経営統合や、より民営的

なスタンスに立った改革というのが進められつつある中で、だけどこの基本方針があって、

港湾計画、施設計画があるというスタイルは、従来型の港湾のスタイルなんですよね。個々

の港湾は基本的には自治体が独自に経営していただく、だけど施設整備は国が一部手伝っ

たりする都合もあるので、それからまた配分みたいな、配置の問題もあるので、だからこ

うやってここで決めることになっているのですが、もはや状況はずっと変わっていて、例
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えば空港について言っても、施設計画だけやっているわけではないですよね。経営そのも

のが審議事項になっていたりするわけですね。だから随分この港湾計画の審議の仕方が、

もう港湾局の御努力で、昔に比べるとずっと良くなったんですよ。昔は単に、これを作り

ましょう、だけの説明でしたからね。それに比べて良くなったんだけれど、確かこれは森

地委員が分科会長の時だったのではないかと思うのだけど、港湾計画というのは何を書く

べきかというのを随分改良したんですよね。 

そういった現状があるのですが、昨今の港湾の置かれた状況と、この方針も随分変わっ

てきて、戦略港湾をやるようになってきたことを考えると、基本方針のあり方を書くべき

とか、港湾計画の書くべきこととか、それからよりソフトな経営的なところは一体どこで

意思決定するのかとか、というようなところを少し考えてみる時期だと思っています。だ

から、今回のはこれでいくしかないですけども、是非別途の機会にそういうことをお考え

いただく中で、今日出たいろんな御意見を反映してはどうかと思います。以上です。 

【分科会長】  ありがとうございました、私が言うべきことを言っていただいたように

思います。そもそも、ここの今やっているのは施設計画のレベルなのですが、とは言え、

やはり重要な港湾の話だから、もう少し計画論として広げて今日はいろいろ御説明いただ

いたんですが、そこに関して議論いただいて、これは非常に戦略性に関わるところなので、

別途頭出しをして今後検討していくべきことだと思います。 

いろいろ御意見いただきましたが、いわゆる施設計画のところに関してはほとんど意見

が出なかったということで、粛々と施設計画のところに関して最後結論を取りまとめたい

と思いますが、よろしゅうございますか。 

それでは、方針案のことについて御審議をお願いしたいのですが、まず東京港です。「国

土交通大臣に提出された東京港の港湾計画については、適当である。」という答申で御異議

ございませんでしょうか。いかがですか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ありがとうございました。それでは、答申案のとおり報告させていただ

きます。 

続きまして川崎港でございます。答申。川崎港。「国土交通大臣に提出された川崎港の港

湾計画については、適当である。」という答申で御異議ございませんでしょうか 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ありがとうございます。答申案のとおり報告させていただきます。 
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続きまして横浜港でございます。「国土交通大臣に提出された横浜港の港湾計画について

は、適当である。」という答申で御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ありがとうございました。御異議がないようですので、答申案のとおり

報告させていただきます。 

それでは、京浜３港の審議はこれで終了致します。港湾管理者、地方整備局、ありがと

うございました。時間が相当超過しております。議事進行によろしく御協力のほどお願い

致します。 

それでは次に、残り４港の港湾計画の一部変更の審議に移りたいと思います。４港を一

括して説明していただき、まとめて審議したいと思います。事務局から説明をお願いしま

す。 

【港湾計画審査官】  それでは、まず名古屋港から説明させていただきます。資料３で

ございます。今回、変更内容は２点ございまして、金城ふ頭におきまして完成自動車輸送

の機能強化を図るという内容と、弥富ふ頭におきまして土地利用計画の変更をするという

ものでございます。 

まず、１点目の完成自動車の機能強化でございますけれども、先ほど横浜でも少しお話

をしましたので、省略しまして、６ページに飛ばさせていただきます。 

我が国で完成自動車、年間約５００万台輸出していますが、そのうち名古屋港では１２

８万台輸出しているという、我が国最大の自動車輸出拠点港でございます。それが７ペー

ジのような形で扱っておりまして、大きくは右側の新宝ふ頭という、これは企業のふ頭で

ございます、それから真ん中の金城ふ頭、それから左側の弥富ふ頭、この二つが公共ふ頭

で、この３か所で扱っております。ただ、この３か所で扱うことによりまして、例えば欧

州方面に輸出する時に、複数のふ頭によって輸出するということで、非効率な状況になっ

ておりますので、公共ふ頭の機能を中央に集約するというのが今回の計画でございます。 

９ページでは、自動車輸送船につきまして、やはり輸送の効率化ということで大型化が

進んでいるということで、邦船社、どこも今６０００台を超えるような、水深１２メート

ルを必要とするような大型船の導入を図ってきているということでございます。 

そういった関係で、１１ページでございますけれども、今、名古屋港の金城ふ頭で完成

自動車を取り扱っておりますが、現状水深１０メートルから１０．５メートルの左側の岸

壁で使っておりますので、そこに一つはＷ８４、２メートル増深して１２メートル対応の
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岸壁を整備すると。それから自動車の輸出につきましては、広大な用地を必要としますの

で、用地を確保しながらということで、右側にも新たに１２メートル岸壁を整備し、また

背後の用地造成を図りながら機能強化を図っていくというような今回計画内容でございま

す。 

それからもう１点が、１２ページからでございますけれども、航空機産業に対応した土

地利用計画の変更という内容で、１３ページでございますけれども、名古屋港に航空機産

業関係、こういう工場が立地しております。名古屋港の西側、川崎重工業で、ボーイング

７８７や、７７７の胴体とか胴体パネルを作っている工場でございます。ここで作ったも

のは、工場の岸壁から中部国際空港に海上輸送しまして、そこから専用の輸送機に積んで

アメリカ、ボーイング社に持っていくという利用をなされているところでございます。 

今回の計画は、１６ページになりますけれども、元々ここのふ頭、弥富ふ頭でございま

すけれども、完成自動車の輸送拠点として整備をして使われておりますが、先ほど説明し

ましたように、金城ふ頭に集約を図っていくということで、黒のところは既設でございま

して、赤いところが計画でございますが、その赤い計画のところはもう金城ふ頭に機能を

移すということで、この計画を削除しまして、そこの土地につきまして工場用地に利用転

換を図るというのが今回の名古屋港の計画でございます。名古屋港につきましては以上で

ございます。 

続きまして、資料４で、むつ小川原港、秋田港、能代港の一部変更につきまして説明さ

せていただきます。資料１ページ目でございます。内容は二つございまして、洋上風力の

導入ということと、能代港の方で土地利用の変更、それからマリーナ計画の変更という内

容でございます。 

洋上風力につきましては、再生可能エネルギーの普及を政府として進めていく中で、港

湾としては、適地において導入を図っていくことで取組を進めております。５ページでは

その導入エリア設定の考え方、６ページではその手続として、協議会でもって進めていく

ということを進めております。 

今回、７ページでございますけれども、黒字で書いたところが既に導入エリアを港湾計

画に位置付けている港湾、今回赤字のところ、むつ小川原、秋田及び能代港の風況のいい

東北の３港につきまして導入を図っていくという内容になっております。導入の考え方に

つきましては、航路筋や、あるいは将来の拡張計画とか、あるいは漁業関係者との調整と

いうところで、支障のあるエリアを外していって、例えば１０ページでございますけれど

- 31 - 

 



 

も、そういうところをどんどん外していくと、最終的には１１ページの緑点線が、導入エ

リアの適地として残ったところで、むつ小川原で言いますと約１０００ヘクタールござい

ます。 

同様の考え方で秋田、能代も整理していくと、秋田港では１５ページ、エリアとしては

３５１ヘクタール、それから能代港としては１９ページ、３７８ヘクタールのエリアが地

元で合意がとれ、港湾計画の位置付けをしたということでございますので、今回御説明さ

せていただいております。 

それからもう１点、能代港につきまして、２１ページでございますけれども、元々マリ

ーナ計画がございましたが、貯木場跡の水域で、きちんと管理されながらプレジャーボー

トを係留しておりますので、もうマリーナ計画は削除するということ。それに伴いまして

緑地の削除、また、そこの赤く塗った土地が石炭灰の処分場で、平成３０年代前半には竣

工するということで、そこを太陽光発電の導入エリアと県が考えておりますので、工業用

地に土地利用を変更するというのが今回の計画でございます。 

むつ小川原港、秋田港、能代港につきましては以上でございます。 

【分科会長】  最初に説明のありました、時間が少し押してますけれども、名古屋港の

港湾計画の一部変更につきまして、御質問、御意見がありましたら御発言をお願い致しま

す。 

【委員】  時間がないのでもう本当に簡単になのですが、実は先週名古屋港を視察する

機会がございまして、金城ふ頭を見学しました。自動車の、日本最大の完成自動車の輸出

拠点ということで、規模感も素晴らしかったです。また資料でいうとＡ社を拝見させてい

ただきましたが、バーッと目の前に１万台並んでいて、それが輸出の際には、１０階建て

の船に５０００台から６０００台積み込まれるとのこと、ドライバーさんのすごい技術で

前後１０センチ、横３０センチの間隔で詰めて並べるそうで、様々な知らないことに感激

致しました。 

金城ふ頭に関しましては、１１ページにございますけれども、特に埋立てに関して、ふ

頭用地の９．６ヘクタールと、新たに今回６．８ヘクタールということで、都合１６ヘク

タールぐらいになるのでしょうか、このふ頭用地の９．６ヘクタールも、今目で見ると、

まだ埋め立てられておりませんので、ふ頭が小さい子のフォークのように３本こういうふ

うに出ていて、その間に海がある状態でした。このふ頭があまり使われていないのだった

ら埋めて使用するのが一番だと正に実感しましたので、今回の計画に関して、賛成させて
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いただきたいと思いました。以上でございます。 

【分科会長】  ありがとうございました。その他、特段の意見がもしございましたら、

ございませんか。 

【委員】  名古屋港は私どもも関係するところではございますが、基本的に船の大型化

の対応や、ヤードの場所が分散して非効率な状況への対応は、やはり競争力維持につなが

るという意味で必要な施策だと認識しています。 

一つだけ、これは東京港、横浜港も同じなのですけど、自動車の輸出は今後も増加する

かと言うとやはり不透明なところがございます。整備をする中で、能力を増やしていくこ

とがもしあるとすれば、常に足元を見ながら計画を修正していくということは必要だと思

っておりますので、ここだけは是非ともよろしくお願いしたいと考えております。それ以

外は本当に政策としては必要なものだと考えております。以上です。 

【分科会長】  ありがとうございました。次に、むつ小川原、秋田、能代港の港湾計画

の一部変更につきまして、御質問、御意見ございますか。 

それでは、答申案について一港ずつお諮りしたいと思います。 

まず名古屋港ですが、「国土交通大臣に提出された名古屋港の港湾計画については、適当

である。」という答申で御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ありがとうございます。それでは答申案のとおり報告させていただきま

す。 

むつ小川原港。「国土交通大臣に提出されたむつ小川原港の港湾計画については、適当で

ある。」という答申で御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  それでは秋田港ですが、「国土交通大臣に提出された秋田港の港湾計画に

ついては、適当である。」という答申で御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ありがとうございます。それでは能代港。「国土交通大臣に提出された能

代港の港湾計画については、適当である。」という答申で御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  御異議がないようですので、答申案のとおり報告させていただきます。 

以上で、一つ最後バタバタして申し訳ございませんでしたが、本日の議事は終了致しま
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したので、事務局に進行をお返しします。御協力ありがとうございました。 

【総務課長】  御審議ありがとうございました。次回、第５９回港湾分科会の開催時期

は、２月下旬から３月上旬を予定しております。委員の皆様には、後日事務局から日程調

整の御連絡をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

本日使用しました会議資料につきましては、お荷物になろうかと思いますので、机の上

に置いたままにしておいていただければ、後日郵送させていただきます。 

以上をもちまして、本日の港湾分科会を閉会させていただきます。どうもありがとうご

ざいました。 

                              了      
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